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公益財団法人中村元東方研究所研究員に関する細則 
 

執行部決定 平成１５年６月４日  

改正 平成１７年６月１４日 

改正 平成２５年６月２５日 

改正 平成３０年２月１３日 

改正 平成３１年３月 ７日 

 

 

（目的） 

第１条 公益財団法人中村元東方研究所（以下「法人」という。）は、中村元東方研究所

運営規程の円滑な実施を目的として、中村元東方研究所研究員（以下「研究職員」と

いう。）に関する細則を定める。 

 

（区分） 

第２条 研究所の研究職員を以下の通り区分する。 

(１) 常勤の研究職員 

① 総括研究員   １名 

② 副総括研究員  若干名 

③ 主任研究員   若干名 

④ 専任研究員   若干名 

  (２) 非常勤の研究職員 

① 連携研究員  若干名 

② 非常勤研究員 若干名 

③ 研究嘱託   若干名 

 

（研究職員の条件） 

第３条 研究職員は、つぎの条件を満たす者でなければならない。 

(１) 法人の理事、評議員等の推薦があること。 

(２) 研究能力・人物ともに優秀で、健康であること。 

(３) 法人の設立理念を尊重し、真理研究に情熱があること。 

(４) 大学院博士号を有する者または同等な学識を有する者であること。 

  

（選考および採用） 

第４条 研究職員の採用は、原則として運営委員会による選考を経て法人の理事長が決定

する。 

 

（任命および委嘱） 

第５条 常勤の研究職員は、別に定めるところにより、法人の理事長による辞令の交付に
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よって任命する。 

２ 非常勤の研究職員は、別に定めるところにより、法人の理事長による委嘱状の交付

によって委嘱する。 

 

（任期） 

第６条 常勤の研究職員の任期は、原則として定年に達する日までとする。 

２ 常勤を除く研究職員の任期は特に定めない。 

 

（定年） 

第７条 常勤の研究職員の定年は、原則として満７０歳に達する日の属する会計年度の末

日とする。 

２ 前項の規定に係わらず、総括研究員の常勤の研究職員としての定年は、以下の通

りとする。 

（１）理事長が総括研究員である場合は、理事長を退任する時点とする。 

（２）理事長でない者が総括研究員の場合には、原則として満８０歳に達する日の属

する会計年度の末日とする。 

３ 非常勤の研究職員は、定年を設けない。 

 

（常勤の研究職員の義務） 

第８条 常勤の研究職員は、以下の各号の義務を負う。 

(１) 法人の設立理念に違うことなく、またその名誉を汚さないこと。 

(２) 研究所に常勤し、各自の研究計画に従って、研究活動に専念すること。 

(３) 可能な限り、法人主催の行事および集会などに参加すること。 

(４) 本細則およびその他の規則類を遵守し、法人または研究所の業務に支障を起こ

さしめないこと。 

 

（常勤の研究職員の任地） 

第９条 常勤の研究職員が勤務すべき任地は、総括研究員が指定した場所とする。 

 

（総括研究員） 

第１０条 総括研究員は、別に定めるところにより、原則として法人の理事長が兼任する。 

２ 総括研究員は、第８条の義務の他に、研究所の研究活動と業務を総括する。 

３ 総括研究員は、学会発表等で所属を明記する際にはできうる限り「公益財団法人中

村元東方研究所総括研究員」と明記しなければならない。 

 

（副総括研究員） 

第１１条 副総括研究員は、特に研究所の研究を主導できると認められる者を以て任ずる。

ただし、常勤の研究職員として任用が困難である場合には、連携研究員の兼任とする。 

２ 副総括研究員は、第８条の義務の他に、総括研究員を補佐する。 

３ 副総括研究員は、学会発表等で所属を明記する際にはできうる限り「公益財団法
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人中村元東方研究所副総括研究員」と明記しなければならない。 

 

（副総括研究員を兼任する連携研究員の待遇） 

第１２条 前条により副総括研究員を兼任する連携研究員の待遇は、常勤の研究職員に準

ずる。ただしその待遇は、本細則第１７条より第１９条および中村元東方研究所運営

規程第８条を適用しない。 

 

（主任研究員） 

第１３条 主任研究員は、業績の優れた者もしくは研究所の研究の進展に十分に寄与する

ことができると認められる者を以て任ずる。 

２ 主任研究員は、第８条の義務の他に、総括研究員・副総括研究員を補佐する。 

３ 主任研究員は、学会発表等で所属を明記する際にはできうる限り「公益財団法人

中村元東方研究所主任研究員」と明記しなければならない。 

 

（専任研究員） 

第１４条 専任研究員は、業績の優れた者もしくは研究所の研究の進展に十分に寄与する

ことができると認められる者を以て任ずる。 

２ 専任研究員は、第８条の義務を履行するものとする。 

３  専任研究員は、学会発表等で所属を明記する際にはできうる限り「公益財団法人中

村元東方研究所専任研究員」と明記しなければならない。 

 

（連携研究員） 

第１５条 連携研究員は、原則として以下のいずれかに相当する、現在法人を所属機関と

しない者を以て委嘱する。 

(１) 法人の常勤の研究職員として満３年以上の経験を有する者。 

(２) 法人の常勤の研究職員の経験を有する者にして、大学の専任講師またはその相

当職以上の職に就いた者。 

(３) 研究所がその研究活動を行うに当って特に必要と認めた者。 

２ 連携研究員は、研究所の研究活動を主として学術的に援助するものとする。 

３ 連携研究員は、学会発表などで、所属を「公益財団法人中村元東方研究所連携研究

員」とすることができる。 

 

（非常勤研究員） 

第１６条 非常勤研究員は、原則として法人の常勤の研究職員として満３年未満の経験を

有する者にして、以下のいずれかに相当する、現在法人を所属機関としない者を以て

委嘱する。 

(１) 大学の専任講師に満たない職またはその相当職に就いた者。 

(２) 他の機関の任期を有する職に就き、任期終了後に再び法人の常勤の研究職員と

して復職する可能性のある者。 

(３) いずれの機関にも所属せず、研究活動を行う者。 
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２ 非常勤研究員は、常勤の研究員に準じて研究所の研究活動を行うものとする。 

３ 非常勤研究員は、学会発表などで、所属を「公益財団法人中村元東方研究所非常勤

研究員」とすることができる。 

 

（研究嘱託） 

第１７条 研究嘱託は、他の研究機関に採用されていない研究者で、諸事情により研究所

に常勤できない者を以て委嘱する。 

２ 研究嘱託は各自の研究計画に従って、研究活動に従事しなければならない。 

３ 研究嘱託は、学会発表などで、所属を「公益財団法人中村元東方研究所研究嘱託」

とすることができる。 

 

（兼職） 

第１８条 常勤の研究職員が兼職をする場合には、その旨を総括研究員まで届け、その許

可を得なければならない。 

２ 前項の兼職のうち、研究機関に係る兼職をする場合には、当該の機関より総括研究

員に対し、委嘱依頼を得なければならない。 

 

（転出） 

第１９条 常勤の研究職員が他の機関に転出する場合には、その旨を総括研究員まで届け、

その許可を得なければならない。 

２ 前項の場合には、当該の機関より法人の理事長に対し、割愛を願い出なければなら

ない。 

 

（復職） 

第２０条 他の機関に転出した常勤の研究職員の経験者が、法人の常勤の研究職員に復職

する場合には、その旨を総括研究員まで届け、その許可を得なければならない。 

２ 前項の場合には、運営委員会の議を経て総括研究員が内定し、その推薦を受けた理

事会の議を経た上で決定する。 

 

（出張） 

第２１条 常勤の研究職員が学会・調査・留学など自己の研究の遂行のために出張をする 

場合には、その旨を総括研究員まで届け、その許可を得なければならない。 

２ 常勤の研究職員が他の機関または調査団などの組織によりその参加を求められて出

張をする場合には、参加を求める機関または組織の責任者またはそれに代わるものに

より総括研究員に対する派遣要請が行われなければならない。 

３ 前項における出張には、出張許可を承けるものとする。 

４ 出張者は総括研究員に対し、その出張の報告を行わなければならない。 

 

（改廃） 

第２２条 本細則の改廃は、執行部の審議を得た上で、理事長が行う 
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 附則 

この細則は、平成１５年６月４日から施行する。 

 

 附則 

この細則は、平成１７年６月１４日から施行する。（第２条、第１２条、第１５条、 

第１６条改正。第１２条の２、第１２条の５追加。） 

 

 附則 

この規程は、平成２５年６月２５日から施行する。（第２条（１）の④、第７条、第１４

条の削除。第１条、第３条（４）、第１１条の３、第１２条の３、第１５条の３、１６条

の３、第２０条の３の改正。及び左記の削除・改正に伴う条文番号の変更。） 

 

 附則 

この規程は、平成３０年２月１３日から施行する。（第２条、第１１条、第１２条の変更） 

 

附則 

この規程は、平成３１年２月１２日から施行する。（第２条変更、第１２条新設に伴う。

第１３条以下の条文番号の変更。） 

 

 


